
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株）システムクレオ 



【目次】 

入院入力の流れ ............................................................................................................1 

低所得者の所得者情報の登録 .......................................................................................2 

低所得Ⅱの場合 ................................................................................................................................... 2 

低所得Ⅰの場合 ................................................................................................................................... 2 

入院登録.......................................................................................................................3 

他機種からの入院歴引き継ぎ .........................................................................................4 

入院会計照会 食事の登録 ............................................................................................6 

入院会計照会 外泊・他科受診の登録 ............................................................................7 

入院診療行為 画面の切り替え ......................................................................................8 

入院診療行為の入力 .....................................................................................................9 

▪投薬の入力方法 .................................................................................................................................. 9 

＜入院調剤料について＞...................................................................................................................... 9 

＜退院時処方の調剤料について＞ ....................................................................................................... 9 

▪点滴の入力方法 ................................................................................................................................ 10 

＜点滴手技料を算定しない場合＞ ...................................................................................................... 10 

▪処置の入力方法 ................................................................................................................................ 10 

入院診療行為 検査 .................................................................................................... 11 

入院診療行為 訂正方法 ............................................................................................. 12 

会計照会の入力 .......................................................................................................... 13 

退院登録..................................................................................................................... 15 

退院再計算 ................................................................................................................. 16 

入院定期請求 .............................................................................................................. 17 

～こんな時には？Q＆A集～ ....................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 



- 入1 - 

 

入院入力の流れ 

入院の入力は、以下の流れで行ないます。 

 

 

１． １２登録  画面にて、患者様の保険内容を確認する。（低所得や一定以上所得者の設定等） 

    ↓ 

２． ３１入退院登録  画面にて、入院日（又は入院歴）の登録。 

    ↓ 

３． ３２入院会計照会  画面にて、食有り・食無し・外泊などの設定。 

    ↓ 

４． ２１診療行為  画面にて、投薬や注射・検査など診療行為の入力。 

    ↓ 

５． ３１入退院登録  画面にて、退院処理。（※継続して入院している場合には不要） 

    ↓ 

６． ３３入院定期請求  画面にて、入院請求書の発行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

②・⑤ 

③ 

④ 
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低所得者の所得者情報の登録 

 

低所得Ⅱの場合 

 

 

 

 

 

 

 

１．認定証に記載されている日付を入力します。 

２．低所得の認定範囲を選択します。 

３．入院時食事標準負担額の減額対象開始日を入力します。 

４．９１日以上の入院の場合は、入力した日付より標準負担額の減額を行ないます。 

５．境界層該当、境界層非該当を選択します。 

６．最後に 更新 を押します、左欄に低所得情報が追加されます。 

 

※低所得Ⅱ（一部負担金上限  高齢者：２４，６００円  一般：５７，６００円） 

標準負担額減額開始日を入力すると１食２１０円 

      長期入院該当年月日を入力すると １食１６０円 

 

 

低所得Ⅰの場合 

  

 

 

 

 

 

１．低所得の認定日と終了日を入力します。 

２．低所得の認定範囲を選択します。 

３．入院時食事標準負担額の減額対象開始日を入力します。 

４．老齢福祉年金受給者証の有無を入力します。 

５．境界層該当、境界層非該当を選択します。 

６．最後に 更新 を押します、左欄に低所得情報が追加されます。 

 

 

※低所得Ⅰ（一部負担金上限１５，０００円） 

老齢福祉年金受給者証 「無し」を選択すると１食１００円 

      老齢福祉年金受給者証 「有り」を選択すると１食１００円 

① 
② 

③ 

④ 
⑤ 

① 

③ 
② 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑥ 
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入院登録 

 

１． ３１入退院登録 を選択します。 

※病室番号「１」が一般病棟、「２」を療養病棟に設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 室料差額 ：算定する場合は該当の金額を選択します。 

 食事 ：食事の有無や流動食を選択します。 

 入院日 ：今回の入院日を入力します。 

 初回 ：「初回入院」か「継続入院」を選択します。 

 初歴 ：継続入院の場合、入院歴の初歴番号を入力して以前の入院日から入院日数を通算します。 

★ 産婦人科で入院料などは自動算定せず、全て自費金額で請求する場合には、 

入院会計を「１．入院料を算定しない」に設定して下さい。 

★ 初期加算を算定する場合には、有床診療所一般病床初期加算を「２．算定する」を選択すると、 

自動算定します。（※初期加算を算定する設定をしている医療機関様のみ表示されます。） 

 

２．必要な項目の選択をして、 登録（Ｆ１２） を押して下さい。 

 

 

 

入院歴が追加され、表示が「０３ 変更」に変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定で初期表示を「1 入院料を算定しない」 

「2 算定する」に設定することも可能です。 

変更することが可能です。 

入院当日の食事をいつから 

算定するかを選択します。 
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他機種からの入院歴引き継ぎ 

 

入院歴の作成をしておくことで入院料の算定を正しく行うことができます。 

また ORCA では当月までの入院請求書発行処理を行わなければ、当月の入院請求書を発行出来ない

ため、入院登録時の入院日に本来の入院日付を入れると手間が発生します。 

以下のように入院歴を登録して入院歴を引き継ぐための準備をします。 

 

１． ３１ 入退院登録 を選択し、 入院歴作成（Ｆ７） を押します。 

 

【例：継続して自院に入院している患者様の“入院歴”】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初回 ：作成する過去の入院歴が「初回」か「継続」を選択します。 

 初歴 ：「継続」の入院歴を作成する場合、初回の入院歴の初歴番号を入力します。 

 コメント ：フリー入力欄です。 （例）「過去の入院歴」、「医療機関名など」 

 入院日 ：作成する入院歴の実際の入院日を入力します。 

 退院日 ：作成する入院歴の退院日、またはORCA稼働の前日の日付を入力します。 

    「退院済」または「入院中」を選択します。 

 通算対象日数 ：入院日から退院日までの通算日数を自動表示します。 

     そのうち特定入院料対象日数があった場合（  ）に表示されます。 

 病名 ：フリー入力欄です。必要に応じて病名を手入力できます。 

   病名１に入力した病名が主病名として入院歴に表示されます。 

 入院基本料 ：フリー入力欄です。必要に応じて入院基本料を手入力します。 

 

２．必要な項目の入力をして、 登録（Ｆ１２） を押して下さい。 

  下図のように入院歴が追加されます。 

 

 

 

 



- 入5 - 

 

【例：以前自院に入院していた患者様が継続入院になる場合の“入院歴”】 

 

 

 

 

 

 

 

入院日：以前の実際の入院日を入力します。 

退院日：以前の実際の退院日を入力します。 

 

 

【例：他医療機関から転院してきた患者様の“入院歴”】 

 

 

 

 

 

 

 

入院日：他院の実際の入院日を入力します。 

退院日：他院の実際の退院日を入力します。 

 

 

※一度登録した後に間違いに気がついた場合には、 入院歴修正（Ｆ８） から変更できます。 
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入院会計照会 食事の登録 

 

 ３２ 入院会計照会 より入院基本料の確認や食事の有無し、外泊や他科受診などの設定を 

必要に応じて行ないます。何も変更がない場合でも必ず画面を開き入院会計を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括修正の場合には、「回数」／「開始日」－「終了日」と入力し、 Enter を押します。 

 （終了日を９９にして入力すると月末までの期間の変更を行います） 

日を跨いで一括修正する場合には「回数」／「日付」.「日付」…と入力も可能です。 

 

 

 

 

朝・昼・夕の食事を１日クリアにしたい場合には、０／「開始日」－「終了日」ａと入力し 

 Enter を押します。※終了日の後ろに「ａ」をつけることで１日分の食事がクリアされます。 

 

 

 

 

 

修正後は必ず 変更確定（Ｆ８） を押して修正内容を反映させて下さい。 

 

 

 

ポイント 

 

 

 

食事（夕）の月末最終日の食事が無しの場合、翌月に食事の情報が更新されないため 

翌月の食事が全て「無し」になります、必要に応じて食事を手入力して下さい。 

 

ボックスの中を直接修正もできます。 
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入院会計照会 外泊・他科受診の登録 

 

入院中の患者様が外泊や他の医療機関を受診した場合には入院料が減算されるため登録が必要です。 

 

＜外泊の場合＞ 

外泊を選択すると、画面の右上に項目が表示されます。 

外泊をした日に「１」と入力をして、 変更確定（Ｆ８） を押します。 

 

 

 

 

 

 

＜他科受診の場合＞ 

外泊を選択すると、画面の右上に項目が表示されます。 

他科受診を行った日に、自院の入院料に応じた数値を入力して 変更確定（Ｆ８） を押します。 

 

 

 

 

 

 

他科受診入力は自院の入院料に応じた控除率を選択しないと定期請求やレセプト集計時に 

エラーになります。 

＜平成３０年４月改定＞ 
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入院診療行為 画面の切り替え 

 

ORCAでは入退院登録しないと入院の診療内容が入力できないようになっています。 

 ３１ 入退院登録  → ３２ 入院会計照会  →  ２１ 診療行為 の順番で入力を行って下さい。 

 

１． ２１ 診療行為 より診療内容の入力を行ないます。 

  既に入院中の患者様を呼び出すと、下図が表示され入院診療行為画面に切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

＜外来 診療行為画面＞ 

 

 

 

 

 

＜入院 診療行為画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 ＜画面の切替え＞  

※基本的に入院日は外来画面、入院日以降は入院画面、退院後は外来画面が優先されます。 

外来画面へ切替え - 患者番号入力欄に「ｇ」又は「Ｇ」を入力し Enter を押します。 

 

 

 

 

入院画面へ切替え - 患者番号入力欄に「ｎ」又は「Ｎ」を入力し Enter を押します。 
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入院診療行為の入力 

 

入院の診療行為入力は、同一月内であれば複数の診療行為を日付指定してまとめ入力が可能です。 

 

＜入力形式＞ 

・ [診療行為] ＊[数量]／[日付]．[日付]．[日付]・・・（複数行の入力が可能です。） 

・ [診療行為] ＊[数量]／[日付]－[日付]（何日～何日） 

・ [診療行為] ＊[数量]／[日付]－[日付]．[日付]－[日付]（何日～何日＋何日～何日） 

 

 

▪投薬の入力方法 

 

（例）アダラートＣＲ錠１０ｍｇ １錠、レバミピド錠１００ｍｇ「Ｍｅ」１錠を１日量として、 

   １日～５日まで５日分の処方があった場合 

 

 

 

 

 ※ 数量の「１」は省略が可能です。  

 

＜入院調剤料について＞ 

  入院の調剤料は診療行為入力画面で投薬が入力されると日数分の調剤料が自動算定されます。 

  入院調剤料を算定しない場合は、以下の診療区分を入力して下さい。 

  内服  「．２１４」   頓服  「．２２４」   外用  「．２３４」 

（例）内服薬の調剤料を算定しない場合 

 

 

 

 

 

＜退院時処方の調剤料について＞ 

退院時処方の調剤料は診療行為入力画面で投薬を入力した直後は日数分の調剤料が 

自動算定されますが退院登録を行なうと、退院日の翌日以降の調剤料は自動削除されます。 

退院登録後に訂正があった場合には、 ２４ 会計照会 より調剤料を手修正して下さい。 

  一度「退院取消し」を行なうと調剤料は自動算定しませんのでご注意下さい。 
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▪点滴の入力方法 

 

（例）ソリタ－Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ １袋 ブドウ糖注射液 ５％５００ｍＬ １袋を 

   １回量として１０日～１５日まで５日間、精密持続点滴注射を行った場合。 

 

 

 

 

 

 

※点滴注射加算を算定する場合には薬剤とは分けて入力を行います。 

 

 点滴の手技料は診療行為画面では自動表示されません。 

 点滴薬剤の数量を判断し、点滴手技料が算定できる場合には次画面で自動算定されます。 

 

 

 

 

 

 

＜点滴手技料を算定しない場合＞ 

点滴手技料を算定しない場合は、以下の診療区分を入力して下さい。 

  点滴（手技料なし） 「．３３１」  

 

 

 

 

 

▪処置の入力方法 

 

（例）喀痰吸引を１日１回 １日～３０日まで行った場合 

 

 

 

 

※数量に１日の算定上限回数以上の数値が入力された場合にはエラーが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

薬剤と一緒には入力せずに

「．３３０」で手技は分けます。 
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入院診療行為 検査 

 

  外来の検査入力と違い、包括の検査項目を入力していても別剤で入力していると 

入院の場合には自動で包括にはなりません。同一日で入力する検査を包括にさせる場合には、 

画面右上の「検査追加」→「検査まとめ」を押して入力することで自動包括されます。 

 

 

 

（例）生化学的検査（１）包括検査と末梢血液一般、尿一般をＨ３０．６．１に行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

  日付指定をしている場合に「検査まとめ」に切り替えるとエラーが表示されます。 

  包括検査の入力を「検査まとめ」で行う場合には、検査を行った当日の日付で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 入12 - 

 

入院診療行為 訂正方法 

 

入院診療行為の訂正は  ２１ 診療行為  または  ２４ 会計照会  から行います。 

 

＜診療行為画面＞ 

患者様を呼び出すと、診療行為を入力済の日付が画面右側に表示されます。 

 訂正（Ｆ４）  または  DO検索ボタン を押して、【 訂正 】表示に切替えます。 

訂正したい日付を選択すると、その日の診療内容が表示されます。 

必要に応じて修正を行い 登録（Ｆ１２） を押して会計を通します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会計照会画面＞ 

修正をしたい剤を選択して 剤変更（Ｆ４） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現在までの修正分を登録後、受診履歴の選択で当日の剤内容を追加修正します」と表示されますの 

 ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 
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保険組み合わせや数量の変更を行うことができます。 

必要に応じて修正を行い 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

「診療内容を変更登録します。回数も登録されますので取消ができなくなります」と表示されますので 

 ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

会計照会画面に戻ります。変更内容が反映されていることを確認し、 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

会計照会の入力 

 

 ２４ 会計照会  画面からは、既に入力している診療行為のまとめ入力や新規入力が可能です。 

 

＜まとめ入力＞ 

まとめ入力または回数変更を行う剤を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）末梢血液一般検査を１５日～２０日にも追加したい場合 

一括回数変更欄に 

 １／１５－２０ と入力して、 Enter を押します。 

 診療回数欄に回数が追加されたことを確認して、 変更確定（Ｆ８） を押します。 

 

※入力形式は診療行為入力画面の形式と同様です。（数量の前の＊は不要） 
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 ＜新規入力＞ 

剤を何も選択しない状態で、 剤変更（Ｆ４） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現在までの修正分を登録後、剤新規登録へ遷移します」と表示されますので ＯＫ（Ｆ１２） を 

押します。 

 

 

 

 

保険組み合わせを選択し、追加する診療行為入力を行い、 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

「診療内容を追加登録します。回数は会計照会で設定して下さい」と表示されますので 

 ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

会計照会画面に戻ります。変更内容が反映されていることを確認し、 登録（Ｆ１２） を押します。 
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退院登録 

 

１．退院登録は ３１ 入退院登録 より処理を行います。 

 

２． ０２ 退院登録  を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．退院日にカーソルが進みますので、退院日と、退院事由を登録している場合は選択して 

 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

４．入退院登録 請求確認画面が表示されますので、点数や入金額を確認して 登録（Ｆ１２）を 

  押すと、請求書等が印刷されます。  

 

 

 

 

 

 

 ※ 退院証明書もこちらの画面から発行できます。 

 

 

 

 

 

０８ 退院登録（診療保存） は選択しないで下さい。 

退院日以降に会計データーが残っていても自動削除さ

れずに残ってしまいます。 
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退院再計算 

退院登録の処理を行った後に、食事や診療行為の回数の入力誤りに気がついた場合には、 

退院登録を取り消すことなく、再計算が可能です。 

 

１．必要に応じて、 ３２ 入院会計照会  または  ２４ 会計照会 より、回数の変更を行います。 

＜入院会計照会＞ 

 

 

 

 

 

＜会計照会＞ 

 

 

 

 

 

２．カレンダーの修正が終わりましたら、 ３１ 入退院登録 より １０ 退院再計算 を選択して 

 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

３．訂正分が再計算され、修正後の点数や金額になっていることを確認し 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 収納登録画面より、正しく再計算処理が出来ているかの確認ができます。 

 

 

 

 

 

   

 

例えば夕食を減らす・・・ 

点滴の回数を増やす・・・ 
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入院定期請求 

入院されている患者様のひと月分の請求書を発行します。 

 

 ３３ 入院定期請求  より処理を行います。 

 

＜一括作成の場合＞  ※退院登録をしていない入院患者様の請求書を一括で作成します。 

１．一括作成にチェックを付け、「請求年月」、「伝票発行日」を入力し「請求期間」を選択して、 

   確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「● ●月分新規作成処理を行います」と表示されますので ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

３．「処理は正常に終了しました」と表示されましたら 印刷（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

※「処理は正常に終了しました」ではなく、別のメッセージが出たら印刷画面に進めません。 

 

【エラー例】「処理対象データーがありません」 

    →（対処）表示されている患者番号で既に定期請求をかけてしまっている可能性が 

         あります。収納登録から請求取消してから、再度実行して下さい。 

【エラー例】「入院会計照会データーがありません」 

    →（対処）３２入院会計照会でカレンダーの値がきちんと入力されているかを 

         確認して下さい。 
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＜個別作成の場合＞  退院登録をしていない入院患者様を指定して請求書を作成します。 

１．個別作成にチェックを付けて 確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「個別作成分の新規作成処理を行います」と表示されますので ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

３．対象の患者様の患者番号、請求年月、作成区分を入力して Enter を押します。 

  画面上部に登録されることを確認し、他に患者様がいる場合は続けて同様に登録します。 

  最後に 確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

４．「個別作成で作表します」と表示されますので ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

５．「処理は正常に終了しました」と表示されましたら 印刷（Ｆ１２） を押します。 
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一括作成または個別作成で処理が終わりましたら印刷指示画面に進みます。 

印刷条件を確認して、 印刷（Ｆ１２） を押して請求書等を発行します。 
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～こんな時には？Q＆A集～ 

 

Ｑ．退院している患者様の退院処理を忘れて、先に定期請求をかけてしまった！ 

  退院したのに月末まで入院している患者様と同じように、入退院請求書が発行されてしまった。 

 

Ａ．このような患者様は、 ３１ 入退院登録 で退院登録をしてもエラーが表示されます。 

 

   

 

 

 

   ２３ 収納登録 より一度作られた明細を 請求取消（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ３） で削除した後に、 

個別作成で再発行して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★ポイント★ 

 “請求取消”された明細は、以下のように状態が「請求取消し（定）」となります。 

未収金額に－（マイナス）で預かり金が計上されてしまうので、 返金（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ７） を押してクリアに

して下さい。 
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Ｑ．入院登録をした後に、保険証が間違っている事が分かった。 

   ３１ 入退院登録 を開いて保険を変更したいが、“保険組合せ”がグレー色で保険が 

  変更できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★ １２ 登録 より新しい保険証の登録は事前に済ませて下さい。★★ 

 

Ａ．「０３ 変更」の ▼ をクリックして、「０８ 転科 転棟 転室」を選択します。 

  

 

 

 

 

 

 

 変更できなかった、“保険組合せ”が変更できるようになりますので、変更して下さい。 

 また、異動日は保険が変更になった日です。入院初日から保険変更なら、入院日を登録。 

月途中から保険が変わった場合には、その日付を登録して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※月途中で前期高齢者から後期高齢者になった場合や室料差額を途中で変更する場合も同様です。 

 

 

 

 

保険が変更できない 
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★Ｐｏｉｎｔ★ 

 Ｐ２０の説明は、入院中の患者様で、入院させた後に保険違いが分かった場合の処理です。 

 退院登録した後に、保険の変更があった場合は退院取消を行った後に転科転棟転室を行います。 

 

「０４ 照会」の ▼ をクリックし、「０７ 退院取消」を選択して 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

収納登録にて、保険を修正する前の入金額を取り消します。 

未収金が－（マイナス）で計上されているので、履歴を選択し 入金取消（Ｆ８） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★転科 転棟 転室の際に異動日を間違えて登録してしまった場合は、「０９ 異動取消」を選択し、 

 登録（Ｆ１２） を押します。再度転科転棟転室の処理を行います。 
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Ｑ．入院登録をした後に、保険証が違っていた事がわかった。 

   ３１ 入退院登録 から保険を変更したので、入院料の保険は変わったが、 

  お薬や検査など、診療内容の保険が旧保険番号のままで、新保険に変わらない。 

 

★★ １２ 登録 で新しい保険証の登録（保険追加）が済んでいる事が前提です★★ 

 

Ａ． ３１ 入退院登録 で変更できるのは、入院料や食事料に付随する保険だけです。 

  診療行為については、 ２４ 会計照会 から保険を一括変更して下さい。 

 

【例】保険Ｎｏが「０００１」→「０００２」に変更になったが診療内容は「０００１」の 

保険で入力されている。（####は該当月に有効な保険ではない印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保険一括変更（Ｓｈｉｆｔ＋Ｆ１０） を押します。 

 

  以下の画面が表示されますので、 ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 
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【例】の場合、 

以下のように変更前保険組合せに「０００１」、変更後保険組合せ「０００２」を入力して 

変更期間を入力し、 確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保険組合せをすべて変更します。変更後の取消しはできません。よろしいですか？」と 

 表示されますので ＯＫ（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 保険の番号が新しいものに変更されていることを確認して 登録（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 入25 - 

 

Ｑ．退院した患者様が、再入院した。 

  算定開始日は今回入院日ではなく、前回の入院日を算定開始日としたい。（継続入院） 

 

Ａ．入院歴がある患者様は ３１ 入退院登録 で呼び出すと、状態が「０４ 照会」になっています。 

 

 

 

 

 

 

クリックして、「０１ 入院登録」を選択して、今回の入院日を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「初回」のフラグを必ず、「２ 継続」にして、初歴番号を入力して下さい。 

 （※初歴番号は、入院歴に表示されている番号です） 

 

 入院日が正しく表示（継続入院となる場合は、前回入院日が表示）されていれば 

 入院料を継続入院として計算します。 
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Ｑ．退院処理後に、診療内容の追加や変更があった場合 

 

Ａ  ２１ 診療行為 または ２４ 会計照会 で診療内容を変更した後に、 ３１ 入退院登録  より 

  退院再計算の作業を行って下さい。 

 

  ※ ２１ 診療行為 から変更する場合には、表示が新規入力となりますので、必ず、 

   画面右上の ＤＯ検索ボタン を押して、 訂正診療日 にしてから日付を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．退院登録を行なう前に退院証明書を発行したい。  

 

Ａ．  ３１ 入退院登録 より退院日を入力し、 退院証明書（Ｆ１０） を押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退院証明書が発行されます。入力した退院日が退院年月日に印字されます。 

 

 

「０２ 退院登録」を選択します。 
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Ｑ．退院前の患者様へ請求する入院費の概算がわかるようなものをお渡ししたい。 

 

Ａ． ３４ 退院時仮計算 より患者番号を入力し、算定期間を確認して、 仮計算（Ｆ１２） を押して下さい。

『退院時請求金額の仮計算を行います』と表示されますので ＯＫ を押して下さい。 

 

 

 

 

 

算定期間の請求額の計算をしますので、 概算書（Ｆ１１） を押すと発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜概算書 サンプル＞ 
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Ｑ．病棟ごとの入院延患者数、退院患者数などを知りたい。 

 

Ａ． ３６ 入院患者照会 より 入院患者数（Ｆ８） を押して下さい。 

 

 

 

  入院患者数確認画面が表示されるので、対象期間を入力し 確定（Ｆ１２） を押して下さい。 

集計され病棟別の入院患者数が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間開始日患者数・・・期間開始日に入院している患者様数 

 （期間開始日に入院した患者様数は除きます） 

入院患者数     ・・・対象期間中に入院した患者様数 

転入患者数     ・・・対象期間中に他の病棟から転入した患者様数 

転出患者数     ・・・対象期間中に他の病棟へ転出した患者様数 

退院患者数     ・・・対象期間中に退院した患者様数 

期間終了日患者数・・・期間終了日に入院している患者様数 

                   （期間終了日に退院した患者様数は除きます） 

入院延患者数   ・・・対象期間中の入院患者様の延べ人数 

                   （退院日も延べ患者様数にカウントします） 

１日平均患者数  ・・・入院延患者数／対象期間の日数 の計算で算出 

                   （端数が出る場合は少数第２位を四捨五入して表示されます） 

 

 

 


